
 

一

 
 
 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修

正
す
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規

定
の
う
ち
第
五
号
中
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

中
第
六
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

別
表
第
四
に
掲
げ
る
罪
の
う
ち
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
係
る
前
二
項
の
罪
は
、

告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
九
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
調
べ
そ
の
他
の
捜
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
正
の
確
保
に
十
分
に
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
六
条
の
二
」



 

二

を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
改

め
る
」
を
「
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
削
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
同
条
」
を

「
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
改
正
規
定
の
う
ち
別
表
第
一
第
一

号
中
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
検
討
） 

第
十
二
条 

政
府
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
取
調

べ
の
録
音
・
録
画
等
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
状
況
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
係
る
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
状
況
等
を
踏
ま

え
、
特
に
、
当
該
罪
に
係
る
事
件
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
の
方
法
と
し
て
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ



 

三

る
取
調
べ
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
、
可
及
的
速
や
か
に
、
当
該
罪
に
係
る
事
件
に

関
す
る
当
該
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪
に
係
る
事
件
の
捜
査
に
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム

に
係
る
端
末
を
車
両
に
取
り
付
け
て
位
置
情
報
を
検
索
し
把
握
す
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
、
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
証
拠
の
収
集
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
最
高
裁
判
所
平
成
二
八
年
あ
第
四
四
二
号
同
二
九
年
三
月
一
五
日
大

法
廷
判
決
に
お
い
て
、
当
該
方
法
を
用
い
た
捜
査
が
、
刑
事
訴
訟
法
上
、
特
別
の
根
拠
規
定
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
許
容

さ
れ
な
い
強
制
の
処
分
に
当
た
り
、
当
該
方
法
を
用
い
た
捜
査
が
今
後
も
広
く
用
い
ら
れ
得
る
有
力
な
捜
査
方
法
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
立
法
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
当
該
方
法
を
用
い
た
捜
査
を
行
う
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（ ）


